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新型コロナウイルス感染症に係る県外から入学等の児童生徒について 

 令和２年３月 30日の知事メッセージで、この時期に首都圏から本県へ来県又は帰県する者に対

して、来県後２週間の不要不急の外出自粛のお願いがあったところですが、県教育委員会として

は、１都３県（埼玉、千葉、神奈川）から本県の県立学校へ入学（転編入学含む）する児童生徒

について、下記のとおり対応することとします。 

 ついては、貴校職員、該当児童生徒及び保護者へ周知のうえ、適切に対応願います。 

記 

１ 登校について 

  全国の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等は、この３月に一斉休業となり、自宅で

過ごし、新型コロナウイルス感染症に感染するリスクが低いと考えられるが、学校が本人に咳・

発熱等の症状がないことや家族に感染者との濃厚接触者がいないことなどを確認した上で登校

させることはかまわないものとする。 

  ただし、上記内容を確認できない場合には、対象都県に最後に滞在した日から起算して２週

間は登校を自粛させること。 

２ その他 

  日常の手洗いや咳エチケット等の徹底による感染症拡大防止や児童生徒等の心のサポートに

ついて、令和２年３月 25日付け教育長通知「令和２年度における教育活動の再開等について」

に従い、適切に対応すること。 
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